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(趣旨)
第1条　この告示は、新型コロナウイルス感染症による厳しい経営状況のなか、経済情勢の変動による燃料油の高騰等の影響を受けた町内の運輸事業者等を支援する那須町交通事業者燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、那須町補助金等の交付に関する規則(平成21年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条　支援金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)　一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス)　道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般貸切旅客自動車運送業をいう。
(2)　貨物自動車運送事業　貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。
(3)　自動車運転代行事業　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。
(4)　前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(交付対象者)
第3条　支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象事業を実施し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1)　申請日時点において、町内の事業所で事業を営み、引き続き町内で事業を継続する意思がある者
(2)　町税等を滞納していない者ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
(3)　那須町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団員等に該当しない者
(4)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っていない者
(支援金の額等)
第4条　支援金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2　支援金の交付は、1交付対象事業につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条　支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、那須町交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、必要書類を添えて令和4年11月1日から令和4年12月28日までの間に町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条　町長は、申請者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、那須町交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書の省略)
第7条　この支援金については、規則第11条ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条　交付決定の取消し及び支援金の返還については、規則の定めるところによる。
(補則)
第9条　この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
(施行期日)
1　この告示は、告示の日から施行する。
(失効)
2　この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。








別表(第4条関係)
	交付対象事業
	交付基準及び交付額

	1　一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス)
	令和4年4月1日時点における保有営業車両の台数
(ただし、使用の本拠の位置を本町とするものに限る。)
1台当たり　100,000円

	2　貨物自動車運送事業
	令和4年4月1日時点における保有営業車両の台数(ただし、使用の本拠の位置を本町とするものに限る。)
	金　　額

	
	50台以上
	1,200,000円

	
	40台以上49台以下
	900,000円

	
	30台以上39台以下
	700,000円

	
	20台以上29台以下
	500,000円

	
	10台以上19台以下
	300,000円

	
	1台以上9台以下
	100,000円

	3　自動車運転代行事業
	令和4年4月1日までに栃木県公安委員会の認定を受けている交付対象者。ただし、那須塩原警察署に認定申請を行った者に限る。
1人当たり　100,000円

	4　町長が特に必要と認める事業
	予算の範囲内で、町長が別に定める額



[bookmark: last]
